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区　分 新株予約権の名称
（発行日）

新株予約権
の数

目的となる株式
の種類および数

権利行使時の
1株当たりの払込金額 権利行使期間 保有する者

の数

取締役

JSR株式会社
2005年度新株予約権
（平成17年6月17日）

61個 普通株式
6,100株 1円 平成17年6月18日～

平成37年6月17日 3名

JSR株式会社
2006年度新株予約権
（取締役用）

（平成18年8月1日）
38個 普通株式

3,800株 1円 平成18年8月2日～
平成38年6月16日 2名

JSR株式会社
2006年度新株予約権
（執行役員用）

（平成18年8月1日）
8個 普通株式

800株 1円 平成18年8月2日～
平成38年6月16日 1名

JSR株式会社
2007年度新株予約権
（平成19年7月10日）

74個 普通株式
7,400株 1円 平成19年7月11日～

平成39年7月10日 3名

JSR株式会社
2008年度新株予約権
（平成20年7月15日）

137個 普通株式
13,700株 1円 平成20年7月16日～

平成40年7月15日 4名

JSR株式会社
2009年度新株予約権
（平成21年7月14日）

217個 普通株式
21,700株 1円 平成21年7月15日～

平成41年7月14日 4名

JSR株式会社
2010年度新株予約権
（平成22年7月13日）

228個 普通株式
22,800株 1円 平成22年7月14日～

平成42年7月13日 4名

JSR株式会社
2011年度新株予約権
（平成23年7月12日）

253個 普通株式
25,300株 1円 平成23年7月13日～

平成43年7月12日 4名

JSR株式会社
2012年度新株予約権
（平成24年7月10日）

325個 普通株式
32,500株 1円 平成24年7月11日～

平成44年7月10日 5名

JSR株式会社
2013年度新株予約権
（平成25年7月16日）

181個 普通株式
18,100株 1円 平成25年7月17日～

平成45年7月16日 5名

JSR株式会社
2014年度新株予約権
（平成26年7月30日）

208個 普通株式
20,800株 1円 平成26年7月31日～

平成46年7月30日 5名

JSR株式会社
2015年度新株予約権
（平成27年7月28日）

195個 普通株式
19,500株 1円 平成27年7月29日～

平成32年7月28日 5名

JSR株式会社
2016年度新株予約権
（平成28年7月27日）

292個 普通株式
29,200株 1円 平成28年7月28日～

平成33年7月27日 5名

会社の新株予約権等に関する事項（平成29年3月31日現在）

（1） 当事業年度末日における当社役員が保有する新株予約権の状況
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対象者 新株予約権の名称
（発行日）

新株予約権
の数

目的となる株式
の種類および数

権利行使時の
1株当たりの払込金額 権利行使期間 交付した者

の数

当社
執行役員

JSR株式会社
2016年度新株予約権
（平成28年7月27日）

450個 普通株式
45,000株 1円 平成28年7月28日～

平成33年7月27日 18名

（2） 当事業年度中に従業員等に交付した新株予約権の状況

（注）1.	 	当社は職務執行の対価として社外取締役および監査役に新株予約権を割り当てておりません。
	 2.	 	監査役が保有する新株予約権は、当該監査役が執行役員在任中に割り当てを受けたものです。

区　分 新株予約権の名称
（発行日）

新株予約権
の数

目的となる株式
の種類および数

権利行使時の
1株当たりの払込金額 権利行使期間 保有する者

の数

監査役

JSR株式会社
2010年度新株予約権
（平成22年7月13日）

34個 普通株式
3,400株 1円 平成22年7月14日～

平成42年7月13日 1名

JSR株式会社
2011年度新株予約権
（平成23年7月12日）

33個 普通株式
3,300株 1円 平成23年7月13日～

平成43年7月12日 1名

JSR株式会社
2012年度新株予約権
（平成24年7月10日）

39個 普通株式
3,900株 1円 平成24年7月11日～

平成44年7月10日 1名

JSR株式会社
2013年度新株予約権
（平成25年7月16日）

18個 普通株式
1,800株 1円 平成25年7月17日～

平成45年7月16日 1名

JSR株式会社
2014年度新株予約権
（平成26年7月30日）

20個 普通株式
2,000株 1円 平成26年7月31日～

平成46年7月30日 1名

JSR株式会社
2015年度新株予約権
（平成27年7月28日）

20個 普通株式
2,000株 1円 平成27年7月29日～

平成32年7月28日 1名
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当社は、取締役会において、業務の適正を確保するための体制に関し、「内部統制システム構築の基本方針」を以下の通り決議しており
ます。

1.	業務の適正を確保するための体制

業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況の概要

（1）	業務運営の基本方針

（2）	当社グループの取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保
するための体制

当社グループ（当社を会社法上の親会社とする企業集団をいう。）では、以下の企業理念、経営方針を経営の拠り所とする。

①　	会社から独立した立場の社外取締役を含む当社の取締役会が、取締役会規程その他関連規程に基づき、当社の経営上の重要事項お
よび当社グループの経営上の基本的事項について意思決定を行うとともに、当社の取締役および執行役員（役付執行役員および上
席執行役員を含む。以下同じ。）の職務の執行を監督する。グループ企業（当社グループに属する当社以外の企業をいう。）の取締
役および使用人の職務執行については、「JSRグループ経営推進要綱」に定めるグループ企業責任部門（同要綱に定める当社の関係
事業部等の責任部門をいう。）を担当する当社の執行役員が監督する。

②　	企業倫理委員会、レスポンシブル・ケア推進委員会、リスク管理委員会および社会貢献委員会の4つの委員会からなる「CSR会議」
を設置し、CSR（Corporate	Social	Responsibility）担当執行役員が議長となって、コンプライアンスを含めた当社グループの
CSRの確保・推進について指導・監督にあたる。

③　	当社グループの取締役および使用人の行動規範として「JSRグループ企業倫理要綱」を定め、企業倫理委員会のもと、継続的な教
育や啓発活動を行い、当社グループの取締役および使用人への定着と徹底を図る。

④　	金融商品取引法に基づき、当社グループの財務報告の信頼性を確保するための内部統制体制を整備し、その適切な運用・管理を行
う。

⑤　業務執行部門から独立した内部監査部門を設置し、当社グループの内部統制システムの実効性を監査する。

【企業理念】

Materials Innovation

マテリアルを通じて価値を創造し、
人間社会（人・社会・環境）に貢献します。

【経営方針】
○�常に「変革」に挑戦し、グローバルに「進化」を続ける、
技術オリエンテッドな企業を目指します。
○�経営の効率を高め、透明性、健全性を追求し、ステークホ
ルダーから信頼される企業を目指します。
○�地球の未来のために、レスポンシブル・ケアを実践してい
きます。
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⑥　	相談・通報体制を設け、当社グループの取締役および使用人等が、それぞれの社内においてコンプライアンス違反行為が行われ、
また行われようとしていることに気づいたときは、それぞれのもしくは当社の企業倫理委員会または弁護士等の社外ホットライン
窓口に通報（匿名も可）する体制をとる。当社グループの取引先の相談・通報窓口として、取引先ホットライン窓口を設置する。
いずれの場合も、通報者に不利益がないことを確保する。

⑦　	反社会的勢力との関係については取引関係を含め一切遮断することを当社グループの基本方針とし、反社会的勢力からの要求に対
しては警察等外部専門機関とも連携し、当社またはグループ企業それぞれの経営トップ以下組織全体で毅然とした態度で断固拒否
する。

（3）	当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①　当社においては、
　　1）		定例の取締役会を原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、当社グループの業務執行に関する重要事項の

審議と決議ならびに取締役および執行役員の職務執行状況の監督等を行う。また、意思決定の迅速化と業務運営の効率化を図
るため、社長、役付執行役員、社長が指名する上席執行役員または執行役員により構成される経営会議を原則として毎週1回開
催し、当社グループの経営の基本政策、経営方針、経営計画にかかわる事項ならびに各部門の重要な執行案件について、審議
および方向付けを行い、または報告を受ける。経営会議における審議事項のうち、重要な案件については取締役会に上程し、
それ以外のものについては経営会議の審議を経て社長が決定する。さらに、社長、役付執行役員、社長が指名する上席執行役
員または執行役員により構成される経営課題会議を原則として毎週１回開催し、当社グループの経営の基本政策および経営方
針にかかわる事項ならびに個別案件の背景にある基本方針、事業戦略の変更について、前広な議論あるいは情報・課題認識共
有により方向性の討議を行い、取締役会、経営会議の審議に反映させる。

　　2）		経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、それぞれの機能を強化するため執行役員制度を導入している。原則とし
て、毎月2回、社長および全執行役員（海外在住の執行役員を除く。ただし四半期に1回は海外在住の執行役員も出席）により
構成される役員会議を開催し、経営の状況および課題の周知徹底を図る。

　　3）		「JSRグループ経営推進要綱」を定め、グループ企業の運営を行う。グループ企業責任部門が、グループ企業の経営に関する管
理・監督および助言を行い、安全統括部門、環境推進部門、経理部門、財務部門、総務部門、法務部門、CSR部門等の当社の
管理部門がグループ企業への支援体制をとる。

②　グループ企業においては、
　　1）		国内グループ企業では、取締役会を置かず、グループ企業各社の取締役社長・他の経営幹部およびグループ企業監査役ならび

にグループ企業責任部門等の使用人から構成される経営会議を定期的に開催し、所定の基準に従い、業務執行に関する重要事
項の審議および決議を行う。

　　2）	海外グループ企業では、取締役会を定期的に開催し、所定の基準に従い、業務執行に関する重要事項の審議および決議を行う。
③　	当社グループの事業運営については、将来の事業環境変化を踏まえ中期経営計画「JSR20i6」（＊）を策定し、その実行計画として
各年度予算を策定して全社的な目標を設定する。当社グループの各社・各部門においては、その目標達成に向け具体策を立案・実
行する。

　　注（＊）中期経営計画「JSR20i6」は平成29年3月31日で終了し、同年4月1日以降は、新たな中期経営計画「JSR20i9」となります。
④　変化の激しい経営環境に俊敏に対応するため当社グループの取締役の任期を1年としている。
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（4）	当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制

（6）	グループ企業の取締役および使用人の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

（5）	当社の取締役の職務執行に係る情報の保存および管理に関する体制

①　	上記に述べた取締役会、経営会議、経営課題会議、役員会議その他の重要な会議での審議、報告や予算管理等を通じて、当社グ
ループの事業の推進に伴うリスクを継続的に監視する。

②　	上記①項以外の重大リスクについては、経営企画担当執行役員を委員長とするリスク管理委員会が、顕在化した、または潜在的な
危機に応じた対応方針を策定するとともに、関連する各委員会（企業倫理委員会、レスポンシブル・ケア推進委員会）または担当
各部門のリスクマネジメント計画の立案・実行を支援し、当社グループのリスク管理の推進を行う。

③　	当社グループの危機発生時の対策としては、「危機管理マニュアル」に基づき、緊急度に応じて当社社長を本部長とする「緊急対策
本部」（事故・災害時は「災害対策本部」）が統括して危機管理にあたることとする。

①　	グループ企業責任部門は、管理・支援するグループ企業の営業成績、財務状況を含む業務執行状況を、当社の経営会議および取締
役会に定期的に報告する。

②　グループ企業の監査役は、当社の監査役および内部監査部門に監査実施状況を定期的に報告する。

法令および「文書情報管理規程」に基づき、株主総会、取締役会、経営会議、経営課題会議および役員会議の各議事録、決裁書その他
取締役および執行役員の職務の執行に係る文書および電磁的記録を保存・管理するとともに、取締役および監査役がこれを閲覧できる
体制を整備する。
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（7）	監査役の監査に関する事項
①　職務を補助すべき使用人および当該使用人の独立性に関する事項
　　	　監査役を補助する使用人として専任の監査役付1名を置き、監査役の監査の補助にあたらせる。監査役付の人事については、監
査役会への事前の相談と了解を得るものとする。また、監査役付の人事評価は監査役が行う。	

②　監査役の補助使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
　　　監査役付は、もっぱら監査役の指揮命令に従わなければならない。
③　	当社の取締役および使用人が監査役に報告をするための体制、グループ企業の取締役および使用人またはこれらの者から報告を受
けた者が監査役に報告をするための体制、その他の監査役への報告に関する体制

　　1）		監査役は、取締役会、経営会議、経営課題会議、役員会議に出席し、また、主要な決裁書を、決裁後監査役に回覧することに
より、当社グループの重要な業務執行の決定等につき監査役がその内容を確認できる体制をとる。

　　2）		監査役が指定する、総務部門、法務部門、CSR部門等の管理部門は、定期的に、また監査役が求めるときは随時、当社グルー
プにおけるコンプライアンス、リスク管理等の内部統制システムの構築・運用状況を監査役に報告する。

　　3）	内部監査部門は、当社グループの内部監査結果に関し、定期的に、また監査役が求めるときは随時、監査役に報告を行う。
　　4）		当社グループの取締役および使用人は、当社またはグループ企業に著しい損害を及ぼすおそれがある事実、法令もしくは定款

に違反する重大な事実、あらかじめ監査役と協議して定めた報告事項等について、迅速かつ適切に監査役に報告する。
　　5）	当社グループの取締役および使用人は、監査役から業務に関する報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行う。
④　監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
　　	　当社グループでは、監査役への報告を行った当社グループの取締役および使用人に対し当該報告をしたことを理由として不利な
取り扱いを行うことを禁止する。　

⑤　監査費用の前払または償還の手続その他監査費用等の処理に係る方針に関する事項
　　	　監査役の職務遂行に関連して発生する費用は、当該費用が監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、会社が負
担する。

⑥　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制	
　　　監査役と内部監査部門、会計監査人、およびグループ企業監査役との連携、情報交換を適宜行う。
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（8）	当社の上場子会社グループの内部統制システム構築の方針
　	当社の上場子会社グループ（当社の上場子会社を会社法上の親会社とする企業集団をいう。）の内部統制システム構築の方針については
以下の通りとする。

①　	上場子会社グループとしての独立性を尊重するため、上記（3）「当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確
保するための体制」に記載の事項については上場子会社グループには適用せず、上場子会社グループの内部統制システム構築の方
針を尊重する。

②　ただし、上場子会社グループを含む当社グループ全体としての業務の適正を確保するため、以下の対応を行う。
　　1）		上場子会社グループの重要な意思決定は上場子会社の取締役会または経営会議等の決定機関にて行い、当社の取締役会または

経営会議等の決定機関による事前承認は不要とする。
　　2）		上場子会社は、その取締役会および経営会議の議事録を添付資料とともに当社グループ企業責任部門および監査役に送付する。
　　3）		当社グループ企業責任部門は、当該議事録を閲覧し所定の基準に従いその内容を当社取締役会および経営会議に報告する。こ

れにより、当社は、その取締役会および経営会議において上場子会社グループの業務の適正が確保されていることを確認する。
　　4）		「JSRグループ経営推進要綱」に基づき、グループ企業責任部門が、上場子会社グループの経営についての監督および助言を行

い、安全統括部門、環境推進部門、経理部門、財務部門、総務部門、法務部門、CSR部門等の当社の管理部門が上場子会社へ
の支援体制をとる。

　　5）		当社の内部監査部門は、上場子会社グループの、金融商品取引法に基づく財務報告の信頼性を確保するための内部統制体制の
実効性、および業務の適正を確保するための内部統制システムの実効性につき監査する。

　　6）		当社監査役は、上記	2）記載の議事録を閲覧し、取締役会および経営会議において上記	3）による報告を聴取し、上場子会社グ
ループにおいて業務の適正が確保されていることを確認する。

　　7）		今後、上場子会社グループの独立性を尊重しつつ、当社グループとしての統一性と実効性のある内部統制システムの構築に努
める。
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当社およびグループ企業では、上記方針に基づき、内部統制システム体制の整備とその適切な運用を行っております。
当期において当社グループで実施した内部統制上重要と思われる主要な取組みの概要は以下の通りです。

2.	業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

（1）	コンプライアンスに関する取組み
①　企業倫理に関する取組み
　　	　企業倫理要綱を、従来の日本語、英語、韓国語、中国語、タイ語に加えインドネシア語で発行し、定期的な階層別の研修、企業
倫理	e-Learningの実施により周知化を図っております。また、国内外の当社グループ企業を対象として、法令、企業倫理要綱の遵
守状況、企業倫理活動の推進状況の確認のためアンケート形式で企業倫理意識調査を毎年実施しております。調査結果を、役員会
議に報告するとともに当社各事業所、グループ企業各社にフィードバックし、当社グループ全体および各社の翌年の企業倫理推進
活動に反映させております。グローバルな法令遵守体制の確立のため、国内外の当社グループを対象として法令遵守規程を制定し、
毎年、各社の法令遵守状況を確認して、改善を図っております。

　　	　2016年度には、これまでの日本語版（日本法対応）および韓国語版（韓国法対応）の「コンプライアンスハンドブック」に加え、
中国語版（中国法対応）の「コンプライアンスハンドブック」を発行いたしました。

②　ホットライン通報窓口
　　	　当社グループでは、内部通報制度として「企業倫理ホットライン」を導入しております。当社やグループ企業各社の企業倫理委
員会を窓口とする「社内ホットライン」、社外の弁護士や専門機関を窓口とする「社外ホットライン」を設置しております。なかで
も、社外の専門機関を窓口とする社外ホットラインでは、日本語、英語、韓国語、中国語、タイ語での対応が可能で、海外の事業
所も利用しやすい体制を構築しております。2016年度の通報実績は6件でした。通報に対しては調査を行い、その結果の概要を企
業倫理委員会、CSR会議、内部監査部門、監査役、社長に定期的に報告するとともに通報者にフィードバックしております。2016
年度にサプライヤーホットラインへの通報実績はありませんでした。

（2）	リスク管理に関する取組み

①　重要リスクの特定および管理
　　	　当社グループでは、当社のリスク管理委員会が、その影響度と発生頻度に応じ重要リスク（事業リスク以外のリスク）を指定し、
主管部門を定めて当該リスク低減のための活動を推進しております。また、BCM（事業継続マネジメント）として、事業活動の中
断による当社グループの事業へのインパクトを最小限化するための体制を整備し、定期的に運用を見直しております。

②　	危機管理訓練
　　	　当社グループでは、各事業所で大規模地震等による被災や事故を想定した危機管理訓練を定期的に実施し、危機に際しての影響
の最小化、事業継続に向けた対応能力の向上に努めております。2016年度には、本社地区で南海トラフ地震を想定した危機管理
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訓練、および情報セキュリティインシデントへの対応訓練を実施し、また、各工場および研究所地区においては、それぞれの拠点
での発災を想定した危機管理訓練を実施いたしました。

（3）	内部監査に関する取組み

①　	当社の内部監査部門である監査室が、金融庁が定める基準に基づき当社を含め国内外のグループ企業の13社を対象として、財務報
告に係る内部統制の整備、運用状況の評価を行い、内部統制の整備状況、運用状況が有効に機能していることを確認いたしました。

②　	当社グループの内部統制システムが有効に機能しているかについて確認するため、監査室が、海外グループ企業も含めた当社グ
ループ全体の業務監査（コンプライアンス監査を含む）を実施しております。業務監査では、主要業務プロセス（購買、生産、販売、
ITセキュリティ管理、等）を中心に内部統制状況を確認しております。

③　	監査室員が、国内外の主要な子会社の監査役を兼務しており、各社の経営会議に出席し、各社の取締役の職務執行状況の監督、決
算監査等を実施いたしました。

（4）	監査役監査に関する取組み

監査役は、取締役会・経営会議等の重要会議への出席、工場・グループ企業への往査および管理部門への半期毎のヒアリングを実施す
るとともに、決裁書等の重要書類の閲覧などを行いました。また、当社およびグループ企業の監査役により構成されるグループ監査役
連絡会を開催して情報共有化を行うとともに、内部監査部門である監査室および会計監査人と、定期的かつ必要に応じて情報交換・意
見交換を行って連携を強化し、監査の実効性の向上を図りました。

（5）	内部統制システム構築の基本方針の改定状況

新たな中期経営計画「JSR20i9」がスタートしたことに伴い、平成29年4月10日取締役会決議により一部を改定いたしました。
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株　主　資　本

資　本　金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円
当期首残高 23,320 25,179 281,877 △	 956 329,420
当期変動額
剰余金の配当 △	 11,202 △	 11,202
親会社株主に帰属する当期純利益 30,078 30,078
自己株式の取得 △	 4,526 △	 4,526
自己株式の処分 8 87 94
連結範囲の変動 △	 207 △	 207
非支配株主との取引に係る親会社の持分変動 △	 7,718 △	 7,718
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） ─	

当期変動額合計 ─ △	 7,711 18,669 △	 4,439 6,519
当期末残高 23,320 17,469 300,547 △	 5,396 335,940

その他の包括利益累計額

新株予約権 非支配
株主持分 純資産合計その他

有価証券
評価差額金

為替換算
調整勘定

退職給付
に係る
調整累計額

その他の
包括利益
累計額合計

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円
当期首残高 15,231 9,307 △	 814 23,724 930 8,278 362,353
当期変動額
剰余金の配当 ─ △	 11,202
親会社株主に帰属する当期純利益 ─ 30,078
自己株式の取得 ─ △	 4,526
自己株式の処分 ─ 94
連結範囲の変動 ─ △	 207
非支配株主との取引に係る親会社の持分変動 ─ △	 7,718
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,079 △	 2,077 1,727 1,730 △	 18 6,130 7,842

当期変動額合計 2,079 △	 2,077 1,727 1,730 △	 18 6,130 14,361
当期末残高 17,311 7,231 913 25,454 912 14,409 376,715

連結株主資本等変動計算書（自　平成28年4月1日　至　平成29年3月31日）

（注）記載金額は、百万円未満を四捨五入で表示しております。
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連結注記表

1.		 	連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する
注記等

	 ⑴　連結の範囲に関する事項
	 	 ①　連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称
	 	 	 連結子会社の数　43社
	 	 	 連結子会社の名称
	 	 	 　株式会社エラストミックス、JSR	TRADING,INC.、
	 	 	 　ELASTOMIX（THAILAND）CO.,LTD.、
	 	 	 　日密科偲橡膠（佛山）有限公司、
	 	 	 　JSR	BST	Elastomer	Co.,	Ltd.、
	 	 	 　JSR	MOL	Synthetic	Rubber	Ltd.、
	 	 	 　PT.ELASTOMIX	INDONESIA、
	 	 	 　JSR	Trading	Bangkok	Co.,	Ltd.、
	 	 	 　株式会社イーテック、テクノポリマー株式会社、
	 	 	 　日本カラリング株式会社、
	 	 	 　Techno	Polymer	Hong	Kong	Co.,	Ltd.、
	 	 	 　Techno	Polymer（Thailand）Co.,	Ltd.、
	 	 	 　Techno	Polymer（Shanghai）Co.,	Ltd.、
	 	 	 　TECHNO	POLYMER	AMERICA,INC.、
	 	 	 　Techno	Polymer	Guangzhou	Co.,	Ltd.、
	 	 	 　Techno	Europe	N.V.、JSRマイクロ九州株式会社、
	 	 	 　株式会社ディーメック、JSR	Micro	N.V.、
	 	 	 　JSR	Micro,	Inc.及びその子会社2社、
	 	 	 　JSR	Micro	Korea	Co.,	Ltd.、
	 	 	 　JSR	Micro	Taiwan	Co.,	Ltd.、JSR（Shanghai）Co.,	Ltd.、
	 	 	 　JSRエンジニアリング株式会社、
	 	 	 　JSRロジスティクス＆カスタマーセンター株式会社、
	 	 	 　JSRトレーディング株式会社、
	 	 	 　JSRビジネスサービス株式会社、JMエナジー株式会社、
	 	 	 　上海立馳高化工有限公司、JSRライフサイエンス株式会社、
	 	 	 　捷和泰（北京）生物科技有限公司、
	 	 	 　KBI	Biopharma,	Inc.、KBI	Biopharma	Boulder,	LLC、
	 	 	 　株式会社医学生物学研究所及びその子会社6社
	 	 	 	　なお、JSR	MOL	Synthetic	Rubber	Ltd.、PT.ELASTOMIX	

INDONESIA及びTechno	Europe	N.V.は、重要性が増
したため、当連結会計年度より連結の範囲に含めており
ます。JSRオプテック筑波株式会社については、保有す
る全株式を売却したことにより、当連結会計年度より連
結の範囲から除外しております。

	 	 ②　主要な非連結子会社の名称等
	 	 	 主要な非連結子会社の名称
	 	 	 　大科能樹脂（上海）技術発展有限公司他
	 	 	 連結の範囲から除いた理由
	 	 	 　	非連結子会社の総資産、売上高、当期純損益（持分に

見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等はい
ずれも小規模であり、全体としても連結計算書類に重

要な影響を及ぼさないため連結の範囲から除外してお
ります。

	 ⑵　持分法の適用に関する事項
	 	 ①　持分法を適用した関連会社の数及び主要な会社等の名称
	 	 	 持分法を適用した関連会社の数　12社
	 	 	 会社等の名称
	 	 	 　日本ブチル株式会社、錦湖ポリケム株式会社、
	 	 	 　ジェイエスアール	クレイトン	エラストマー株式会社、
	 	 	 　日本特殊コーティング株式会社、
	 	 	 　天津国成橡膠工業有限公司、
	 	 	 　JSR	Electronic	Materials	Korea	Co.,	Ltd.、
	 	 	 　JNシステムパートナーズ株式会社、
	 	 	 　ジェイトランス株式会社、
	 	 	 　株式会社医学生物学研究所の持分法適用会社4社
	 	 ②　持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の名称等
	 	 	 主要な会社等の名称
	 	 	 　（非連結子会社）	 	大科能樹脂（上海）技術発展有限

公司他
	 	 	 　（関連会社）	 協同ポリマー株式会社他
	 	 	 持分法を適用していない理由
	 	 	 　	非連結子会社（大科能樹脂（上海）技術発展有限公司

他）、関連会社（協同ポリマー株式会社他）は、連結純
損益及び利益剰余金等に与える影響が軽微であり、全
体としても連結計算書類に重要な影響を及ぼさないた
め持分法適用範囲から除外しております。

	 	 ③　持分法の適用の手続について特に記載すべき事項
	 	 	 	持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会

社については、各社の事業年度に係る計算書類を使用し
ております。

	 ⑶　連結子会社の事業年度等に関する事項
	 	 　	　連結子会社のうち　JSR	TRADING,INC.、ELASTOMIX

（THAILAND）CO.,LTD.、日密科偲橡膠（佛山）有限公司、
JSR	 BST	 Elastomer	 Co., 	 Ltd.、PT.ELASTOMIX	
INDONESIA、Techno	Polymer（Shanghai）Co.,Ltd.、
Techno	Polymer	Guangzhou	Co.,	Ltd.、上海立馳高化
工有限公司、JSR（Shanghai）Co.,	Ltd.、捷和泰（北京）
生物科技有限公司、及び株式会社医学生物学研究所の子会
社6社の16社の事業年度の末日は12月31日であります。

	 	 　	　連結計算書類の作成にあたっては、JSR	BST	Elastomer	
Co.,	Ltd.については、連結決算日現在で仮決算を行った計
算書類を基礎としており、他の15社については各社の決算
日現在の計算書類を使用し、連結決算日との間に生じた重
要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

	 	 　	　また、当連結会計年度において、KBI	Biopharma,	Inc.及
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びKBI	Biopharma	Boulder,	LLCは、決算日を12月31日
から3月31日に変更し、連結決算日と同一となっておりま
す。なお、当該子会社の平成28年1月1日から平成28年3
月31日までの3か月分の損益については連結損益計算書を
通して調整する方法を採用しており、当連結会計年度にお
ける会計期間は15か月となっております。これによる当連
結会計年度の損益に与える影響は軽微であります。

2.		 会計処理基準に関する事項
	 ⑴　重要な資産の評価基準及び評価方法
	 	 ①　有価証券
	 	 	 その他有価証券
	 	 	 　時価のあるもの………	決算日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部純資産直
入法により処理し、売却原価は
移動平均法により算定）によっ
ております。

	 	 	 　時価のないもの………	移動平均法に基づく原価法また
は償却原価法によっております。

	 	 ②　デリバティブ
	 	 	 時価法によっております。
	 	 ③　たな卸資産
	 	 	 	主として総平均法による原価法（貸借対照表価額につい

ては収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法）によっ
ております。

	 ⑵　重要な減価償却資産の減価償却の方法
	 	 ①　有形固定資産（リース資産を除く。）
	 	 	 	定額法によっております。
	 	 ②　無形固定資産（リース資産を除く。）
	 	 	 	定額法によっております。
	 	 	 	なお、自社利用のソフトウェアについては、社内におけ

る利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。
	 	 ③　リース資産
	 	 	 	リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

によっております。

	 ⑶　重要な引当金の計上基準
	 	 ①　貸倒引当金
	 	 	 	債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個
別に回収可能性を検討し、	回収不能見込額を計上してお
ります。

	 	 ②　役員賞与引当金
	 	 	 	役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見

込額に基づき当連結会計年度末において発生していると

認められる額を計上しております。
	 	 ③　環境対策引当金
	 	 	 	ポリ塩化ビフェニル（PCB）の処分等にかかる支出に備

えるため、今後発生すると見込まれる金額を計上してお
ります。

	 ⑷　のれんの償却方法及び償却期間
	 	 	　のれんの償却については、個別案件ごとに判断し、その効
果が発現すると見積もられる期間（20年以内の合理的な年数）
で均等償却しております。

	 ⑸　その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項
	 	 ①　重要なヘッジ会計の方法
	 	 	 	金利スワップ取引については、特例処理の要件を満たし

ている場合は特例処理を採用しております。
	 	 ②　消費税等の会計処理
	 	 	 	消費税及び地方消費税の会計処理については、税抜方式

によっております。
	 	 ③　退職給付に係る資産及び退職給付に係る負債の計上基準
	 	 	 	従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、退職
給付債務から年金資産の額を控除した額を計上しており
ます。なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見
込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。

	 	 	 	数理計算上の差異は発生連結会計年度の翌連結会計年度
に一括して費用処理しております。

	 	 	 	未認識数理計算上の差異は、税効果を調整の上、純資産
の部におけるその他の包括利益累計額の退職給付に係る
調整累計額に計上しております。

	 	 ④　連結納税制度の適用
	 	 	 	連結納税制度を適用しております。

3.		 	会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更
	 	 　	　従来、当社及び一部の連結子会社は、有形固定資産（リー

ス資産を除く）の減価償却方法について、定率法（ただし、
平成10年4月1日以降取得した建物（建物附属設備を除く）
については、定額法）を採用しておりましたが、当連結会
計年度より定額法に変更いたしました。

	 	 　	　当社は、中期経営計画に基づく事業のグローバル展開を
積極的に進めておりますが、当連結会計年度以降、海外に
おける生産・販売拠点の新設、生産能力の増強等、海外投
資が本格化いたします。このような資源配分の変化を契機
に、当社グループの減価償却方法について再検討した結
果、定額法に統一することが適切であると判断するに至り
ました。当社グループの有形固定資産は、生産設備の技術
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的な確立及び製品の開発を経て、総じて長期安定的な使用
が可能であり、経済的実態の点からより定額法が適合して
いること、また定額法への統一が当社グループ会社間のコ
スト比較、ひいては資源配分の意思決定に寄与すると同時
に、グローバル展開している多国籍企業との業績比較も容
易になる等、当社のグローバル化の推進に資すると考えら
れるためです。

	 	 　	　この変更により、従来の方法によった場合に比べ、当連
結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純
利益は、それぞれ3,273百万円増加しております。

4.		 表示方法の変更
　⑴　連結貸借対照表に関する表示方法の変更
	 	 　	　前連結会計年度において、独立掲記しておりました投資

その他の資産の「長期貸付金」は金額的影響が乏しくなっ
たため、当連結会計年度においては固定資産の「その他」
に含めて表示しております。また、前連結会計年度におい
て、流動負債の「その他」に含めて記載しておりました「未
払法人税等」は重要性が増したため、当連結会計年度より
区分掲記しております。

	 ⑵　連結損益計算書に関する表示方法の変更
	 	 　	　前連結会計年度において、独立掲記しておりました営業

外収益の「受取利息」は金額的重要性が乏しくなったため、
当連結会計年度においては営業外収益の「その他」に含め
て表示しております。また、前連結会計年度において、営
業外収益の「その他」及び営業外費用の「その他」に含め
て記載しておりました「投資事業組合運用益」及び「固定
資産廃棄損」は重要性が増したため、それぞれ当連結会計
年度より区分掲記しております。

5.		 連結貸借対照表に関する注記
	 ⑴　担保に供している資産及び担保に係る債務

担保に供している資産 流動資産 7,069百万円
有形固定資産 9,146百万円
無形固定資産 172百万円
投資その他の資産 956百万円
　合計 17,343百万円

上記に対する債務 短期借入金（銀行取引に伴う債務） 2,244百万円
長期借入金（銀行取引に伴う債務） 1百万円
　合計 2,245百万円

	 ⑵　資産から直接控除した貸倒引当金
流動資産 受取手形及び売掛金

（純額）
647百万円

投資その他の資産 その他 471百万円

	 ⑶　有形固定資産の減価償却累計額（減損損失累計額を含む）
	 373,589百万円

	 ⑷　輸出為替手形割引高	 233百万円

	 ⑸　保証債務残高
シミックJSRバイオロジックス株式会社 1,674百万円
JSR	Micro（Changshu）Co.,	Ltd. 588百万円
ジェイトランス株式会社 104百万円
従業員 1百万円
　　計 2,367百万円

	 	 　　	　なお、シミックJSRバイオロジックス株式会社に対す
る保証債務は、連帯保証債務であり、当社と他社のそれ
ぞれが債務の100％の連帯保証を行っております。JSR	
Micro（Changshu）Co.,	Ltd.に対する保証債務は、連帯
保証債務であり、他社負担額を含めた総額は1,154百万
円であります。

6.		 連結損益計算書に関する注記
	 	 固定資産の減損損失
	 	 　	　当連結会計年度において、下記の事業用資産について、

将来の使用見込がなくなったため帳簿価額を回収可能価額
まで減額し、当該減少額（2,111百万円）を減損損失とし
て計上しております。

用途 場所 種類 減損損失
（百万円）

多角化事業用資産 三重県津市 土地 2,111

7.		 連結株主資本等変動計算書に関する注記
	 ⑴　当連結会計年度末における発行済株式の種類及び総数
	 普通株式　　226,074,545株

	 ⑵　剰余金の配当に関する事項
	 	 ①　配当金支払額

決議 株式の
種類

配当金の
総額

（百万円）

1株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成28年
6月17日

定時株主総会
普通株式 5,639 25 平成28年

3月31日
平成28年
6月20日

平成28年
10月24日
取締役会

普通株式 5,562 25 平成28年
9月30日

平成28年
11月24日

計 11,202 50
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	 	 ②　	基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効
力発生日が当連結会計年度後になるもの

	 	 　　　	平成29年6月16日開催の定時株主総会の議案として、
利益剰余金の処分として期末配当に関する事項を次の
とおり付議します。

	 	 	 　　普通株式の配当に関する事項
	 	 	 　　配当金の総額	 5,562百万円
	 	 	 　　配当の原資	 利益剰余金
	 	 	 　　1株当たりの金額	 25円
	 	 	 　　基準日	 平成29年3月31日
	 	 	 　　効力発生日	 平成29年6月19日

	 ⑶　	当連結会計年度末の新株予約権の目的となる株式の種類及
び数

	 	 	 　　普通株式	 307,100株

8.		 	金融商品に関する注記
	 ⑴　金融商品の状況に関する事項
	 	 	　当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限
定し、また、資金調達については銀行等金融機関からの借入
によっております。

	 	 	　受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理
規程に沿ってリスク低減を図っております。有価証券は、主
に信用リスクの低い譲渡性預金及びコマーシャル・ペーパー
であります。また、投資有価証券は主として株式であります。

	 	 	　営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期
日であります。借入金の使途は運転資金（主として短期）及
び設備投資資金（長期）であります。

	 ⑵　金融商品の時価等に関する事項
	 	 	　平成29年3月31日（当期の連結決算日）における上記の金
融商品について、連結貸借対照表計上額と時価の重要な差額
はありません。

9.		 一株当たり情報に関する注記
	 	 　1株当たり純資産額	 1,624円14銭
	 	 　1株当たり当期純利益	 134円43銭

10.	その他の注記
	 ⑴　繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用
	 	 	　「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計
基準適用指針第26号　平成28年3月28日）を当連結会計年
度から適用しております。

	 ⑵　研究開発費の取り扱いの変更
	 	 	　当社及び一部の連結子会社は、研究開発費について、従
来、基礎研究活動に係る費用を一般管理費として計上する一
方で、製品開発活動に係る費用については、既存製品の改良
といった製造活動を行ってきた経緯から、当期製造費用とし
て計上していました。しかしながら、イノベーティブなコミ
ュニケーションやコラボレーションが進み、さらなる発想、
深耕研究や横展開が期待できる研究所再編を契機に、当連結
会計年度より、研究開発費はすべて一般管理費として計上し
ています。

	 	 	　なお、前連結会計年度に発生した研究開発費のうち製造費
用として処理された金額は9,074百万円であります。

	 ⑶　ABS樹脂事業統合に係る株主間契約（会社分割）の締結
	 	 	　平成29年3月30日に、当社（以下、「JSR」）と宇部興産株
式会社（以下、「UBE」）及び三菱レイヨン株式会社（以下、
「MRC」）の3社は、JSRの完全子会社であるテクノポリマー
株式会社（以下、「TPC」）とUBE、MRCがそれぞれ50％ず
つ出資するユーエムジー・エービーエス株式会社（以下、
「UMG」）に関し、本年10月1日を予定日としてTPCとUMG
の事業を統合し、当事者で統合後の新会社を共同して運営す
ることについて合意した株主間契約を締結いたしました。

	 	 	　本統合は、UMGを吸収分割会社とし、TPCを吸収分割承
継会社とする吸収分割の方法により行います。本吸収分割に
際し、TPCの普通株式をUMGに割当交付し、本吸収分割の
効力発生日における新会社の発行済株式にかかる持株比率
を、JSR51％、分割後のUMG49％とします。

	 	 	　但し、本吸収分割の効力発生は、関係各国の競争法その他
関連法令に定める諸手続きが完了することが条件となりま
す。
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株　主　資　本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 その他
資本剰余金

資本剰余金
合計 利益準備金

その他利益剰余金

特別償却
準備金

固定資産
圧縮積立金

固定資産圧縮
特別勘定
積立金

別　途
積立金

繰越利益
剰余金 計

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円
当期首残高 23,320 25,179 ― 25,179 3,710 16 5,770 ― 42,431 160,815 212,744
当期変動額
剰余金の配当 △	 11,202 △	 11,202
当期純利益 23,233 23,233
特別償却準備金の取崩 △	 5 5 ―
固定資産圧縮積立金の取崩 △	 430 430 ―
固定資産圧縮積立金の積立 20 △	 20 ―
固定資産圧縮特別勘定積立金の積立 505 △	 505 ―
自己株式の取得 ―
自己株式の処分 8 8 ―
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） ―
当期変動額合計 ― ― 8 8 ― △	 5 △	 410 505 ― 11,942 12,031
当期末残高 23,320 25,179 8 25,187 3,710 11 5,360 505 42,431 172,758 224,776

株　主　資　本 評価・換算差額等
新株予約権 純資産合計自己株式 株主資本合計 その他有価証券

評価差額金
百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

当期首残高 △	 956 260,287 15,002 915 276,205
当期変動額 	 	 	 	 	
剰余金の配当 	 △	 11,202 	 	 △	 11,202
当期純利益 	 23,233 	 	 23,233
特別償却準備金の取崩 	 ― 	 	 ―
固定資産圧縮積立金の取崩 	 ― 	 	 ―
固定資産圧縮積立金の積立 	 ― 	 	 ―
固定資産圧縮特別勘定積立金の積立 	 ― 	 	 ―
自己株式の取得 △	 4,526 △	 4,526 	 	 △	 4,526
自己株式の処分 87 94 	 	 94
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 	 ― 2,061 △	 4 2,057

当期変動額合計 △	 4,439 7,600 2,061 △	 4 9,657
当期末残高 △	 5,396 267,887 17,064 912 285,863

（注）記載金額は、百万円未満を四捨五入で表示しております。

株主資本等変動計算書（自　平成28年4月1日　至　平成29年3月31日）
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1.		 重要な会計方針に係る事項に関する注記
	 ⑴　資産の評価基準及び評価方法
	 	 ①　有価証券
	 	 	 子会社株式及び関連会社株式…	移動平均法に基づく原価

法によっております。
	 	 	 その他有価証券
	 	 	 　時価のあるもの………………	決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は
全部純資産直入法により
処理し、売却原価は移動
平均法により算定）によ
っております。

	 	 	 　時価のないもの………………	移動平均法に基づく原価
法または償却原価法によ
っております。

	 	 ②　デリバティブ
	 	 	 時価法によっております。
	 	 ③　たな卸資産
	 	 	 	総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益

性の低下に基づく簿価切り下げの方法）によっておりま
す。

	 ⑵　固定資産の減価償却の方法
	 	 ①　有形固定資産（リース資産を除く。）
	 	 	 	定額法によっております。
	 	 ②　無形固定資産（リース資産を除く。）
	 	 	 	定額法によっております。
	 	 	 	なお、自社利用のソフトウェアについては、社内におけ

る利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。
	 	 ③　リース資産
	 	 	 	リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

によっております。

	 ⑶　引当金の計上基準
	 	 ①　貸倒引当金
	 	 	 	債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個
別に回収可能性を検討し、	回収不能見込額を計上してお
ります。

	 	 ②　役員賞与引当金
	 	 	 	役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見

込額に基づき当期末において発生していると認められる
額を計上しております。

	 	 ③　退職給付引当金
	 	 	 	従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における

退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上してお
ります。なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付
見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法につ
いては、給付算定式基準によっております。

	 	 	 	数理計算上の差異は発生の期の翌期に一括して費用処理
しております。

	 	 ④　環境対策引当金
	 	 	 	ポリ塩化ビフェニル（PCB）の処分等にかかる支出に備

えるため、今後発生すると見込まれる金額を計上してお
ります。

	 	 ⑤　投資損失引当金
	 	 	 	関係会社への投資に対する損失に備えるため、投資先の

財政状態等を勘案して必要と見込まれる額を計上してお
ります。

	 ⑷　その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
	 	 ①　ヘッジ会計の方法
	 	 	 	金利スワップ取引については、特例処理の要件を満たし

ている場合は特例処理を採用しております。
	 	 ②　消費税等の会計処理
	 	 	 	消費税及び地方消費税の会計処理については税抜方式に

よっております。
	 	 ③　連結納税制度の適用
	 	 	 	連結納税制度を適用しております。

2.		 会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更
	 	 	　従来、当社は、有形固定資産（リース資産を除く）の減価
償却方法について、定率法（ただし、平成10年4月1日以降
取得した建物（建物附属設備を除く）については、定額法）
を採用しておりましたが、当事業年度より定額法に変更いた
しました。

	 	 	　当社は、中期経営計画に基づく事業のグローバル展開を積
極的に進めておりますが、当事業年度以降、海外における生
産・販売拠点の新設、生産能力の増強等、海外投資が本格化
いたします。このような資源配分の変化を契機に、当社の減
価償却方法について再検討した結果、定額法に統一すること
が適切であると判断するに至りました。当社の有形固定資産

個別注記表

010_0617010092906.indd   16 2017/05/13   6:34:46



17

は、生産設備の技術的な確立及び製品の開発を経て、総じて
長期安定的な使用が可能であり、経済的実態の点からより定
額法が適合していること、また定額法への統一が当社グルー
プ会社間のコスト比較、ひいては資源配分の意思決定に寄与
すると同時に、グローバル展開している多国籍企業との業績
比較も容易になる等、当社のグローバル化の推進に資すると
考えられるためです。

	 	 	　この変更により、従来の方法によった場合に比べ、当事業
年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益は、それぞ
れ2,412百万円増加しております。

3.		 表示方法の変更
	 	 損益計算書に関する表示方法の変更
	 	 	　前事業年度において、営業外収益の「その他」に含めてい
た「投資事業組合運用益」、営業外費用の「その他」に含めて
いた「固定資産廃棄損」、特別損失の「その他」に含めていた
「貸倒引当金繰入額」及び「減損損失」は重要性が増したため、
当事業年度より区分掲記することといたしました。

4.		 貸借対照表に関する注記
	 ⑴　担保に供している資産及び担保に係る債務

担保に供している資産 有形固定資産	 6,230百万円
上記に対する債務 長期借入金

（銀行取引に伴う債務）
1百万円

	 ⑵　資産から直接控除した引当金
	 	 ①　貸倒引当金

流動資産 売掛金（純額） 95百万円
投資その他の資産 関係会社長期

貸付金（純額）
3,119百万円

その他 57百万円
	 	 ②　投資損失引当金

投資その他の資産 関係会社株式 310百万円

	 ⑶　有形固定資産の減価償却累計額（減損損失累計額を含む）
	 295,692百万円

	 ⑷　関係会社に対する金銭債権・債務（区分表示したものを含む）
短期金銭債権 36,619百万円
長期金銭債権 14,398百万円
短期金銭債務 30,528百万円

	 ⑸　輸出為替手形割引高	 149百万円

	 ⑹　保証債務残高
JSR	BST	Elastomer	Co.,	Ltd. 14,196百万円
JSR	MOL	Synthetic	Rubber	Ltd. 9,164百万円
シミックJSRバイオロジックス株式会社 1,674百万円
JSR	Micro（Changshu）Co.,	Ltd. 588百万円
ジェイトランス株式会社 104百万円
従業員 1百万円
　　計 25,727百万円

	 	 	 	　なお、JSR	BST	Elastomer	Co.,	Ltd.に対する保証債務
は、連帯保証債務であり、他社負担額を含めた総額は
27,835百万円であります。JSR	MOL	Synthetic	Rubber	
Ltd.に対する保証債務は、連帯保証債務であり、他社負
担額を含めた総額は17,969百万円であります。JSR	
Micro（Changshu）Co.,	Ltd.に対する保証債務は、連帯
保証債務であり、他社負担額を含めた総額は1,154百万
円であります。シミックJSRバイオロジックス株式会社に
対する保証債務は、連帯保証債務であり、当社と他社の
それぞれが債務の100％の連帯保証を行っております。

5.		 損益計算書に関する注記
	 	 関係会社との取引高
	 	 　営業取引による取引高

売上高 102,497百万円
仕入高 40,595百万円
その他の営業取引 17,552百万円

	 	 　営業取引以外の取引による取引高	 5,820百万円
	 	 固定資産の減損損失
	 	 	　当事業年度において、将来の使用見込がなくなった事業用
資産について、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減
少額（2,111百万円）を減損損失として計上しております。

6.		 株主資本等変動計算書に関する注記
	 	 当事業年度末における自己株式の種類及び株式数
	 普通株式	　3,560,532株

7.		 税効果会計に関する注記
	 	 	繰延税金資産の発生の主な原因は、退職給付引当金であり、
繰延税金負債の発生の主な原因は、その他有価証券評価差額
金、固定資産圧縮積立金等であります。
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8.		 関連当事者との取引に関する注記
	 ⑴　子会社及び関連会社等

属性 会社等の名称
議決権等の
所有割合
（％）

関係内容
取引の内容 取引金額

（百万円） 科目 期末残高
（百万円）役員の

兼任等 事業上の関係

子会社 JSRトレーディング㈱ 100 なし 当社製品の販売 製品の販売（注1） 38,920 売掛金 8,330
子会社 テクノポリマー㈱ 100 なし 原材料の供給 原料ガスの供給（注2） 23,011 未収入金 3,299
子会社 JSRエンジニアリング㈱ 100 なし 設備の購入 設備の購入（注3） 8,824 未払金 3,121
子会社 JMエナジー㈱ 100 なし 資金の貸付 資金の貸付（注4） 4,497 関係会社長期

貸付金 4,497
子会社 ㈱エラストミックス 98.5 なし 資金の預り 資金の預り（注5） 534 関係会社預り金 5,542
子会社 JSR	BST	Elastomer	

Co.,	Ltd. 51 兼任1人 債務の保証 債務の保証（注6） 14,196 ―	 ―	

子会社 JSR	MOL	Synthetic	
Rubber	Ltd. 51 なし 債務の保証 債務の保証（注7） 9,164 ―	 ―	

関連
会社

ジェイエスアール	クレイトン	
エラストマー㈱ 50 なし 製品の購入 製品の購入（注8） 9,187 買掛金 4,350

原材料の供給 原料ガスの供給（注2） 3,488 未収入金 1,886
	 	 取引条件及び取引条件の決定方針等
	 	 			（注）	1.	 製品の販売については、総原価及び市場価格を勘案して当社希望価格を提示し、価格交渉の上、決定しております。
	 	 				 2.	 原料ガスの供給については、市場価格を勘案して当社希望価格を提示し、価格交渉の上、決定しております。
	 	 				 3.	 設備の購入については、総原価及び市場価格を勘案して当社希望価格を提示し、価格交渉の上、決定しております。
	 	 				 4.	 貸付金利については、市場の金利を勘案して交渉の上、決定しております。
	 	 				 5.	 預り金金利については、市場の金利を勘案して交渉の上、決定しております。
	 	 				 6.	 	債務の保証については、連帯保証であり、他社負担額を含めた総額27,835百万円であります。なお、保証について保

証料の受取等は行っておりません。
	 	 				 7.	 	債務の保証については、連帯保証であり、他社負担額を含めた総額17,969百万円であります。なお、保証について保

証料の受取等は行っておりません。
	 	 				 8.	 	エラストマー製品の購入については、総原価及び市場価格を勘案して当社希望価格を提示し、価格交渉の上、決定し

ております。
	 	 				 9.	 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

	 ⑵　主要株主

属性 会社等の名称
議決権等の
被所有割合
（％）

関係内容
取引の内容 取引金額

（百万円） 科目 期末残高
（百万円）役員の

兼任等 事業上の関係

主要株主 ㈱ブリヂストン 直接 10.1 なし 当社製品の販売 エラストマー製品の販売 24,514 売掛金 8,943
	 	 取引条件及び取引条件の決定方針等
	 	 			（注）	1.	 価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して価格交渉の上で決定しております。
	 	 				 2.	 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

9.		 一株当たり情報に関する注記
	 	 　1株当たり純資産額	 1,280円60銭
	 	 　1株当たり当期純利益	 103円84銭
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10.	その他の注記
	 ⑴　繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用
	 	 	　「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計
基準適用指針第26号　平成28年3月28日）を当事業年度か
ら適用しております。

	 ⑵　研究開発費の取り扱いの変更
	 	 	　当社は、研究開発費について、従来、基礎研究活動に係る
費用を一般管理費として計上する一方で、製品開発活動に係
る費用については、既存製品の改良といった製造活動を行っ
てきた経緯から、当期製造費用として計上していました。し
かしながら、イノベーティブなコミュニケーションやコラボ
レーションが進み、さらなる発想、深耕研究や横展開が期待
できる研究所再編を契機に、当事業年度より、研究開発費は
すべて一般管理費として計上しています。

	 	 	　なお、前事業年度に発生した研究開発費のうち製造費用と
して処理された金額は8,659百万円であります。
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